
目
　
　
　
次

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
団
体
の
名
称
等
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
、
第
七
条
、
第
十
七
条
第
一
項
、

第
十
九
条
第
二
項
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
次
の
と
お
り
あ
っ
た
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長

戸
　
　
栗
　
　
　
　
　
敏

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
六
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
五
年

三
月
二
十
六
日

号
外
第
十
六
号

火　曜　日

政
治
資
金
規
正
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
設
立
届

政
党
の
支
部

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

鈴
　
木
　
晴
　
信

平
　
田
　
勝
　
紀
　

甲
府
市
丸
の
内
三
│
三
二
│
一
四
　
は
く
ば
く
ビ
ル
１
　

平
成
二
十
五
年
　

平
成
二
十
五
年

Ｆ

三
月
一
日

三
月
八
日

み
ん
な
の
党
参
議
院
山
梨
県
第
１

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
区
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

公
職
の
候
補
者
の
氏
名

公
職
の
候
補
者
に
係
る
公
職
の
種
類

支
部

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政

参
議
院
議
員

治
団
体

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

森
　
屋
　
　
　
宏

西
澤
謹
四
郎
　

甲
府
市
丸
の
内
二
│
九
│
三
　
　

平
成
二
十
五
年
　

平
成
二
十
五
年

三
月
十
二
日

三
月
十
八
日

自
由
民
主
党
山
梨
県
参
議
院
選
挙

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
区
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

公
職
の
候
補
者
の
氏
名

公
職
の
候
補
者
に
係
る
公
職
の
種
類

区
第
一
支
部

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政

参
議
院
議
員

治
団
体



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
六
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日

二

そ
の
他
の
政
治
団
体

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

富
友
会
　

長
　
田
　
秀
　
二

佐
　
藤
　
富
　
治
　

南
都
留
郡
道
志
村
一
一
二
八
五
　

平
成
二
十
五
年
　

平
成
二
十
五
年

二
月
一
日
　

二
月
十
八
日

乙
黒
泰
樹
を
支
援
す
る
会
　

乙
　
黒
　
泰
　
樹

藤
　
巻
　
一
　
史
　

山
梨
市
上
神
内
川
一
四
四
三
│
三
　

平
成
二
十
五
年
　

平
成
二
十
五
年

二
月
二
十
八
日
　

二
月
二
十
八
日

土
屋
ゆ
う
き
を
支
援
す
る
会
　

秋
　
山
　
正
　
文

内
　
田
　
俊
　
明
　

山
梨
市
上
栗
原
一
〇
〇
〇
│
二
　

平
成
二
十
五
年
　

平
成
二
十
五
年

三
月
四
日
　

三
月
四
日

古
屋
た
だ
く
に
を
支
援
す
る
会
　

古
　
屋
　
和
　
美

古
　
屋
　
浩
　
和
　

山
梨
市
矢
坪
一
〇
九
五
　

平
成
二
十
五
年
　

平
成
二
十
五
年

三
月
十
二
日
　

三
月
十
二
日

三
正
会
　

廣
　
瀬
　
義
　
一

上
　
野
　
美
　
昭
　

山
梨
市
牧
丘
町
室
伏
二
六
〇
　

平
成
二
十
五
年
　

平
成
二
十
五
年

三
月
十
日
　

三
月
十
八
日

政
治
資
金
規
正
法
第
七
条
に
よ
る
届
出
　
届
出
事
項
の
異
動
届

区
　
分

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新
　

三
　
井
　
知
　
彦

平
成
二
十
五
年

平
成
二
十
五
年

俊
明
会

旧
　

宮
　
澤
　
宥
　
文

二
月
十
四
日

二
月
二
十
日

新
　

日
本
共
産
党
郡
内
東
八
西
八
地
区

大
久
保
令
子

平
成
二
十
五
年

平
成
二
十
五
年

委
員
会

旧
　

渡
　
辺
　
正
　
好

二
月
十
七
日

二
月
二
十
一
日

新
　

日
本
共
産
党
甲
府
・
東
山
地
区
委

杉
平
は
る
み

平
成
二
十
五
年

平
成
二
十
五
年

員
会

旧
　

遠
　
藤
　
昭
　
子

二
月
二
十
五
日

二
月
二
十
八
日

新
　

全
国
た
ば
こ
販
売
政
治
連
盟
山
梨

羽
　
田
　
武
　
信

志
　
村
　
道
　
之

平
成
二
十
五
年

平
成
二
十
五
年

地
区
本
部

旧
　

小
　
林
　
忠
　
雄

羽
　
田
　
武
　
信

二
月
二
十
一
日

二
月
二
十
八
日

新
　

唐
　
沢
　
　
　
稔

平
成
二
十
五
年

平
成
二
十
五
年

恒
友
会

旧
　

篠
原
日
出
男

二
月
二
十
一
日

二
月
二
十
八
日

新
　

上
野
原
市
大
椚
七
九
九

平
成
二
十
五
年

平
成
二
十
五
年

市
川
正
末
後
援
会

旧
　

上
野
原
市
新
田
五
四
六
│
一

三
月
一
日
　

三
月
一
日

新
　

仲
　
亀
　
七
　
郎

平
成
二
十
五
年

平
成
二
十
五
年

佐
野
和
広
後
援
会

旧
　

矢
　
守
　
守
　
一

二
月
九
日
　

三
月
一
日



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
六
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日

三

新
　

笛
吹
市
石
和
町
四
日
市
場
一
七
八
七
　
石
和
ビ
ジ
ネ

平
成
二
十
五
年

平
成
二
十
五
年

民
主
党
山
梨
県
第
２
区
総
支
部

ス
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
４
Ｆ

三
月
四
日
　

三
月
四
日

旧
　

富
士
吉
田
市
松
山
一
│
一
│
一
│
二

新
　

笛
吹
市
石
和
町
四
日
市
場
一
七
八
七
　
石
和
ビ
ジ
ネ

平
成
二
十
五
年

平
成
二
十
五
年

豊
山
会

ス
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
４
Ｆ

三
月
四
日
　

三
月
六
日

旧
　

富
士
吉
田
市
松
山
一
│
一
│
一
│
二

新
　

梅
沢
し
げ
お
後
援
会
　

梅
　
沢
　
重
　
雄

櫻
　
井
　
康
　
雄

甲
斐
市
宇
津
谷
四
四
五

平
成
二
十
五
年

平
成
二
十
五
年

旧
　

山
梨
改
革
推
進
県
民
会
議

櫻
　
井
　
康
　
雄

高
　
橋
　
晴
　
子

甲
府
市
桜
井
町
一
三
二
│
五

三
月
四
日
　

三
月
七
日

新
　

甲
府
市
善
光
寺
三
│
三
四
│
二
七
　
タ
ク
ト
ビ
ル
２

平
成
二
十
四
年

平
成
二
十
五
年

活
気
あ
る
山
梨
を
創
る
会

Ｆ

九
月
一
日
　

三
月
八
日

旧
　

甲
府
市
朝
気
一
│
一
│
三
〇

新
　

古
　
屋
　
利
　
幸

平
成
二
十
五
年

平
成
二
十
五
年

活
気
あ
る
山
梨
を
創
る
会

旧
　

内
　
藤
　
博
　
文

三
月
八
日
　

三
月
八
日

新
　

鈴
　
木
　
幸
　
治

平
成
二
十
五
年

平
成
二
十
五
年

亨
友
会

旧
　

小
　
泉
　
和
　
久

三
月
八
日

三
月
八
日

新
　

井
　
上
　
正
　
子

都
留
市
金
井
四
二
│
二

平
成
二
十
五
年

平
成
二
十
五
年

幸
福
実
現
党
山
梨
東
部
後
援
会

旧
　

鈴
木
久
美
子

都
留
市
中
央
二
│
二
│
一
七

三
月
八
日

三
月
八
日

新
　

萩
　
原
　
　
　
敬

南
巨
摩
郡
南
部
町
南
部
五
一
四
八

平
成
二
十
五
年

平
成
二
十
五
年

自
由
民
主
党
南
部
支
部

旧
　

堀
之
内
可
和

南
巨
摩
郡
南
部
町
南
部
八
四
六
八
│
一
六

三
月
四
日

三
月
十
一
日

新
　

久
保
る
り
子

平
成
二
十
五
年

平
成
二
十
五
年

久
保
真
一
後
援
会
真
友
会

旧
　

青
　
沼
　
茂
　
樹

三
月
八
日

三
月
十
一
日

新
　

清
　
水
　
　
　
満

落
　
合
　
弘
　
道

平
成
二
十
五
年

平
成
二
十
五
年

お
く
わ
き
一
夫
後
援
会

旧
　

小
　
俣
　
常
　
久

山
　
口
　
友
　
造

二
月
二
十
日

三
月
十
五
日

新
　

流
　
石
　
市
　
朗

平
成
二
十
五
年

平
成
二
十
五
年

快
友
会

旧
　

流
　
石
　
利
　
道

三
月
十
五
日

三
月
十
八
日

政
治
資
金
規
正
法
第
七
条
に
よ
る
届
出
　
届
出
事
項
の
異
動
届
（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
区
分
）



区
　
分

名
　
　
　
　
　
称

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
区
分

公
職
の
種
類

公
職
の
候
補
者
の
氏
名
及
び
公
職
の
種
類

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新
　

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号

（
公
職
の
候
補
者
の
氏
名
）
梅
沢
重
雄

に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

参
議
院
議
員

梅
沢
し
げ
お
後
援
会

か
つ
法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第

（
公
職
の
種
類
）
参
議
院
議
員

平
成
二
十
五
年

平
成
二
十
五
年

二
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治

団
体

三
月
四
日

三
月
七
日

旧
　

山
梨
改
革
推
進
県
民
会
議

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の

政
治
団
体

新
　

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
二
号

（
公
職
の
候
補
者
の
氏
名
）
長
崎
幸
太
郎

長
崎
幸
太
郎
後
援
会
（
幸
太
郎
ク

に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

平
成
二
十
四
年

平
成
二
十
五
年

ラ
ブ
）

（
公
職
の
種
類
）
衆
議
院
議
員

旧

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の

十
二
月
十
八
日
　

三
月
十
一
日

政
治
団
体

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
六
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日

四

政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
一
項
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
解
散
届

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

野
田
修
作
後
援
会
修
和
会
　

深

澤

武

文

浅

野

　

勝

南
ア
ル
プ
ス
市
湯
沢
一
三
八
一
　

平
成
二
十
五
年
　

平
成
二
十
五
年

一
月
三
十
日
　

二
月
十
九
日

英
友
会
　

小

泉

　

守

横

瀬

勝

行

北
都
留
郡
小
菅
村
四
六
七
七
　

平
成
二
十
四
年
　

平
成
二
十
五
年

十
二
月
三
十
一
日
　

二
月
二
十
二
日

鷹
座
巣
会
　

志

村

賢

允

齊

藤

金

弥

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
最
勝
寺
二
六
│
二
四
　

平
成
二
十
五
年
　

平
成
二
十
五
年

二
月
二
十
八
日
　

三
月
六
日

交
潤
会
　

中

山

義

活

長

澤

城

司

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
天
神
中
条
七
六
三
│
二
　

平
成
二
十
五
年
　

平
成
二
十
五
年

二
月
二
十
八
日
　

三
月
六
日

自
由
民
主
党
山
梨
県
参
議
院
選
挙

清
　
水
　
武
　
則

秋
山
　
　
武

甲
府
市
丸
の
内
二
│
九
│
三
　

平
成
二
十
五
年
　

平
成
二
十
五
年

区
第
一
支
部

三
月
八
日
　

三
月
八
日

竜
沢
あ
つ
し
後
援
会
　

相

沢

直

樹

斉

藤

智

雄

笛
吹
市
境
川
町
前
間
田
五
八
│
二
　

平
成
二
十
五
年
　

平
成
二
十
五
年

二
月
二
十
八
日
　

三
月
八
日

信
友
会
　

間

瀬

信

仁

山

下

政

英

山
梨
市
牧
丘
町
西
保
下
三
四
七
〇
　

平
成
二
十
四
年
　

平
成
二
十
五
年

十
二
月
二
十
六
日
　

三
月
十
一
日

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
二
項
の
届
出
　
資
金
管
理
団
体
指
定
届

氏
　
　
　
名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名

指
定
年
月
日

届
出
年
月
日

梅

沢

重

雄

参

議

院

議

員

梅
沢
し
げ
お
後
援
会

甲
斐
市
宇
津
谷
四
四
五

梅

沢

重

雄

平
成
二
十
五
年

平
成
二
十
五
年

三
月
四
日

三
月
七
日



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
六
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日

五

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
届
出
　
資
金
管
理
団
体
異
動
届

区
分

氏
　

名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称
　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名
　

異
動
年
月
日
　

届
出
年
月
日

新

上
野
原
市
大
椚
七
九
九

平
成
二
十
五
年
　

平
成
二
十
五
年

市
　
川
　
正
　
末

市
川
正
末
後
援
会

旧
　

上
野
原
市
新
田
五
四
六
│
一

三
月
一
日
　

三
月
一
日

新

笛
吹
市
石
和
町
四
日
市
場
一
七
八
七
　
石

平
成
二
十
五
年
　

平
成
二
十
五
年

坂
　
口
　
岳
　
洋

豊
山
会

和
ビ
ジ
ネ
ス
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
４
Ｆ

三
月
四
日

三
月
六
日

旧
　

富
士
吉
田
市
松
山
一
│
一
│
一
│
二



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
六
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日

六


